
1 

入 札 公 告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 令和元年５月21日 

九都県市首脳会議環境問題対策委員会幹事会幹事長 吉迫 武 

 

１ 競争入札に付する事項 

(1)件名 九都県市による「日傘普及啓発事業」にかかる日傘貸出イベント会場の設

営・運営業務委託 

(2)概要 日傘の無料貸し出しイベントを実施し、日傘利用の普及啓発を図る。 

(3)履行場所 九都県市首脳会議環境問題対策委員会地球温暖化対策特別部会事務局

が指定する場所 

(4)履行期間 契約締結の翌日から令和元年（2019年）10月31日（木）まで 

(5)その他 本案件は、紙による入札を行う。 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格 

次の(1)及び(2)の事項に該当し、かつ、４により事前に資格があることの確認を受け

た者がこの入札に参加することができる。 

(1)次のアからオまでのいずれにも該当しないこと。 

ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の４の規定に該当する者 

イ 東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成18年４月１日付17財経総

第1543号)に基づく指名停止期間中の者 

ウ 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年１月14日付61財経庶第922号)第

５条第１項の規定による排除措置期間中の者 

エ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第１項の更生手続開始の申立てをした

とき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第１項の再生手続開始の申立てを

したとき又は手形若しくは小切手が不渡りになったとき等（以下「経営不振の状態」

という。）。ただし、東京都が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。 

オ この入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がある者(東京都物

品買入れ等競争入札参加資格登録事項にいう「関係する会社」に当たる者) 

(2)九都県市いずれかの都市において競争入札へ参加する資格を有すること。 

 

３ 入札説明書の配布及び契約条項に関する事項 

(1)公開期間 公告の日から令和元年５月31日 16時00分まで 

(2)入札説明書の配布は行いませんので、本入札公告の内容により確認すること。契約
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条項は、紙での配布・縦覧は行わず、九都県市首脳会議環境問題対策委員会地球温

暖化対策特別部会ウェブサイト（http://www.tokenshi-kankyo.jp/global-w.html）

に掲載する。 

(3)担当 東京都環境局地球環境エネルギー部計画課

（S0213201@section.metro.tokyo.jp）担当:萩原 電話 03-5388-3486(ダイ

ヤルイン)  

 

４ 入札者に求められる義務 

(1)この入札に参加を希望する者は、①入札参加希望票、②九都県市各都市における競

争入札参加資格審査結果通知書等の写しの二点を電子メールにて提出することで、

この入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。 

(2)提出期間 ３(1)に同じ。 

(3)提出先 ３(3)に記載のメールアドレス 

 

５ 入札手続等 

(1)入札・開札の日時及び場所 

ア 日時 令和元年６月４日(火) 午前10時 

イ 場所 東京都庁第二本庁舎20階 20Ｂ会議室 

ウ 郵送(書留)又は信書便(書留に準ずるもの)による場合の入札書の受領期限及 

び宛先 

(ｱ)受領期限 令和元年６月３日(月) 必着 

(ｲ)宛先 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第二本庁舎

20階南側 東京都環境局地球環境エネルギー部計画課 九都県市担当 

(2)入札方法等 

総価で行う。本案件の消費税率は、10％が適用されている。そのため、落札者の

決定に当たっては入札書に記載された金額に、その100分の10に相当する額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとす

る。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の

100に相当する額を入札書に記載すること。 

なお、契約期間中に適用される税率が変更となる場合は、契約変更を行うもので

あること。 

(3)入札保証金及び契約保証金 免除 

(4)入札の無効 入札に参加する資格のない者の行った入札及び東京都が定める物品

買入れ等競争入札等参加者心得（平成７年12月12日付７財経二第100号）（以下｢入

札心得｣という。）第13条に該当する入札は無効とする。 

http://www.tokenshi-kankyo.jp/global-w.html
mailto:S0213201@section.metro.tokyo.jp
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(5)落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。 

(6)代理人をして入札等をさせる場合は、委任状を提出し、入札書には代理人の記名押

印をすること。 

(7)入札参加希望票を提出した後に、入札を辞退する場合には、入札の日時までにその

旨を必ず届け出ること。 

(8)仕様書の内容について質問がある場合は、５月30日 16時00分までに別紙質問書に

質問事項を記入の上、FAX又はE-mailにて担当まで送付すること。（送付された質問

内容及び回答については、全ての入札参加希望者に連絡する。） 

 

７ その他 

(1)入札心得を承諾の上入札すること。 

(2)書類の作成等に要する費用は、申し込む者の負担とする。また、申込みのために提

出された書類は返却しない。 

(3)この契約事務の担当部署 ３(3)に同じ。 


